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倫理に関する特別委員会会議録 

 

令和元年１１月２６日 火曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午前１０時５７分閉議（実時間４５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．倫理に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  村 川 清 則 君 

副委員長  古 嶋 津 義 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 山 俊 臣 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総務企画部 

  文書統計課長    加 来 康 弘 君 

 部局外 

  議会事務局次長   増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     上 野 洋 平 君 

            土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（村川清則君） 皆さん、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）定刻となり、定足数に達しましたので、

ただいまから倫理に関する特別委員会を開会い

たします。 

                              

◎倫理に関する諸問題の調査 

○委員長（村川清則君） それでは、本特別委

員会の特定事件であります倫理に関する諸問題

の調査を議題とし、調査を進めます。 

 去る７月１７日の本特別委員会において皆さ

んに審議していただきました八代市政治倫理条

例の改正案については、対象範囲として市長、

副市長も含まれますことから、本委員会で御決

定いただきました内容をもとに執行部の関係課

かいとの協議を行っておりました。 

 そこで、先般、執行部より内容の精査を行い

市長、副市長も賛同されたとの報告がありまし

たので、本日、委員の皆さんにお集まりいただ

き、その内容について御報告させていただきた

いと思います。 

 なお、お手元にお配りしている資料は、今回

執行部に調整いただいた本条例改正案の全文

と、もう一つが新旧対照表でございます。 

 それでは、今回の執行部との確認結果につい

て、議会事務局より説明いたさせます。 

○議会事務局次長（増田智郁君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）議会事務局増田でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、先ほど委員長のほうより御案内ご

ざいました、本特別委員会で御決定いただきま

した条例につきまして、執行部のほうに条例化

するために文言等の確認をしていただき、さら

に執行部のほうで市長までの確認をしていただ

きましたので、その結果について私のほうから

御説明のほうをさせていただきます。 

 恐縮でございますが、説明につきましては着

座にて行わさせていただきたいと思います。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 
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○議会事務局次長（増田智郁君） それでは、

まず資料の確認をさせていただきたいと思いま

す。先ほど委員長よりございましたが、レジュ

メ以外に２種類お配りをしております。１つ目

は、去る７月１７日に本委員会において政治倫

理条例の改正案を御決定いただき、その後、執

行部、文書統計課でございますが、に実際条例

を改正する際に文言等の確認、また、本条例は

市長等も含まれておりますことから、委員会案

に市長等も含める旨の確認をしていただきまし

たので、その資料といたしまして、Ａ４の縦の

資料で、左が執行部・事務局確認結果、右が特

別委員会（案）というふうに記載してございま

す資料が１つでございます。２つ目が、これら

の改正案を全て含んだところでの、現在の改正

後の条例全文の案を資料としてお配りをさせて

いただいておるところでございます。 

 それでは改正部分につきまして御説明をさせ

ていただきます。先ほども申し上げましたとお

り、本特別委員会において御決定いただきまし

た案につきましては、大筋、執行部のほうで市

長まで確認をされ、問題はございませんでした

との報告を受けております。しかしながら、条

例上の言い回しや同じ条項の中で条文を新たに

追加されましたことに伴い、文言を置きかえて

表記するなど、既存の条文の文言を若干調整を

させていただいております。 

 それでは、具体的な調整後の結果の部分につ

いて御説明をさせていただきます。資料につき

ましては、上のほうに「新旧対象表」というふ

うに書いてございますが、そちらに基づきまし

て御説明のほうをさせていただきます。 

 まず左側、執行部と事務局の確認結果の部分

で空白になっているところにつきましては、特

別委員会（案）について特段の、条例を改正す

るためにですね、問題はないということでござ

いましたので、そちらは空白にさせていただい

ております。 

 それでは、その資料の４ページをお開き願い

たいと思います。 

 １５条から左側に黄色のマーカー等をつけさ

せて、書かせていただいているところでござい

ます。まず１５条の部分でございますが、第１

項におきまして黄色でマーカーをしております

が、右側の特別委員会（案）では、「議員及び

市長等を」という文言のところでございます

が、左側の確認結果では、「議員若しくは市長

等」に改正する場合は変更したほうがいいので

はなかろうかということでございます。 

 その次に、青字で掲載してございますが、右

側の特別委員会（案）には下請け関係が含むが

入っておりませんでした。現在の条例は「下請

負を含む」というのが入っております。そこが

本特別委員会で御決定いただきました内容には

入ってございませんでしたので、これを入れる

か入れないかというのは、この後、御協議いた

だければと思いますが、一応、参考までに青字

で記載をさせていただいております。 

 次に、第２項につきましては、第１項で言い

かえました市工事等の契約に合わせさせていた

だいております。 

 次の第３項につきましては、「市長等の配偶

者又は議員若しくは市長等」ということで、市

長等も関係してくるということで、第１項の文

言と合わせて記載してございます。 

 次の第５項につきましても、従前の第１項及

び第２項の関係で、「関係私企業」ということ

で記載しております。また、このことによりま

して、次の「関係者」も「関係私企業」という

ことで記載してございます。 

 最後に、第１６条についてでございますが、

右側の特別委員会（案）には「議員及び２親等

以内の親族が経営する企業又は」の部分が、左

側の確認結果のほうでは削除してございます。

この削除をしております理由といたしまして

は、まず、第１５条の５項の関係私企業のこと
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がうたわれておりまして、さらにこの関係私企

業といいますのは、同じく１５条の第１項、第

２項に、その関係私企業の説明の中で、「２親

等以内の親族又は同居の親族が経営する企業」

ということでもううたい込まれておりまして、

同じような文言を含んだところで、関係私企業

ということで途中の項のほうでまとめてござい

ますので、そこでまた再度新たにうたい込ま

ず、ここは関係私企業というふうに置きかえを

させていただいておりますので、削除のほうを

させていただいております。 

 以上が今回、最終的に本特別委員会で御決定

いただきました内容を実際に条例改正するため

に、先ほど申しましたとおり、執行部に確認さ

せていただきました内容でございます。主に今

回、本特別委員会で御決定いただきました内

容、繰り返しになりますが、特段問題はないと

いうことで、あと市長等を含めるに当たって文

言の整理をしたというのが左側の主な部分でご

ざいます。 

 なお、今回の改正の協議を執行部とする中

で、執行部より２点だけお尋ねがございまし

て、まず１点目でございますが、先ほども御説

明させていただきました第１５条の青文字で記

載されております「下請負を含む」という文言

が現条例には入っておりますが、今回の改正案

には入ってないということで、これを実際に入

れられるのかどうかというのを御決定いただく

というのが１つと、２点目といたしまして、本

条例の施行期日はいつに設定をしたらよろしい

でしょうかというような、２つのお尋ねがあっ

ておりますので、今申しました２点につきまし

て本日御決定いただければ、本条例の改正に伴

う確認事項が全て整理された、整ってしまうと

いうことになりますので、この２点についても

この後御協議いただければと思います。 

 以上が説明となります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（村川清則君） ただいま説明がござ

いましたが、今回、市長の確認も終了したこと

に伴い、整文した部分については皆さん御異議

ございませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 今、執行部からお尋

ねとか整文というところだけれども、それは文

書統計課の話、文書統計課との打ち合わせちゅ

う話、今説明したのは。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 先ほど申し

ましたとおり、本特別委員会で内容をお決めい

ただいて、条例改正をするに当たって文言の整

理等が必要になります。それと、現条例との整

合性も必要になりますので、そこも踏まえて文

書統計課と協議をさせていただきまして、その

中での気づきが２点ありましたということでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） であればね、であれ

ば、文書統計が説明せなんよ。議会事務局が説

明すっとじゃなくて、この内容については文書

統計が整文化してやるんだから、担当課が説明

するというとは文書統計課がやるべきで、あえ

て確認したけど、文書統計課が来とるけん、多

分、文書統計課が整文しとるとはある程度わか

るけど、説明はあんまり議会事務局がそこして

しまうと、議会事務局がこの整文の内容を確認

するわけじゃないわけだから、担当課の文書統

計課が説明して、そして委員会に諮るというの

が流れかなと思うんだけれども。まあそういう

ことで、以後、文書統計課にもよろしくお願い

します。（文書統計課長加来康弘君「はい」と

呼ぶ） 

 あとは異議はございません。 

○委員（山本幸廣君） 今のその成松委員ので

すね、もっともだと思うんですよ。しかし、委

員長が次長に指名をされたんですよね。そこあ

たりについてのやっぱり調整というのは、今、

成松委員が言われたように、調整はしとってほ
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しいということを。私の意見ですから。（委員

成松由紀夫君「議会事務局が責任を負うわけじ

ゃないんだから」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） わかりました。とい

うことで……。 

○委員（大倉裕一君） 改めて見とったんです

けども、目的の中で、この条例はということ

で、対象者を制限、制限といいますか、限定し

よるわけですけど、教育長についても、組織と

いいますか、地方自治法の改正で執行部側に入

ってきたという形になるわけですけど、教育長

を入れるということは必要ないのかなというふ

うにちょっと思ったんですけど、皆さん、どの

ように思われるかというところを御意見いただ

ければと思います。 

○委員長（村川清則君） ただいま大倉委員か

ら、教育長はどうするのかということですけれ

ども。 

○委員（中村和美君） これ、市長と副市長と

であるから「市長等は」と書いてあると思いま

すけど、ほかのところ、他市ではですね、どう

なのかちゅうのはわかりますかね。教育長も含

むとか。 

○委員（橋本幸一君） 今、見解の中で、文書

統計課の中でどういう見解を持たれているか。

（委員成松由紀夫君「市長等はどこまで含まれ

るか」と呼ぶ） 

○文書統計課長（加来康弘君） 文書統計課、

加来です。よろしくお願いします。 

 座って説明いたします。 

○委員長（村川清則君） どうぞ。 

○文書統計課長（加来康弘君） 今、教育長の

取り扱いについてということで、他市の状況は

どうなってるかというふうなちょっとお尋ねが

ありましたので、その点についてですが、熊本

県内では菊池市、宇城市、阿蘇市、合志市の４

自治体で教育長も含まれているというふうな状

況です。 

○委員（中村和美君） はい、ありがとうござ

いました。 

○委員（橋本幸一君） うちの見解としては、

教育長も含むべきという、その辺はどうです

か。 

○文書統計課長（加来康弘君） いや、そこは

ちょっと。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや、他市はそ

うですよ。で、整文化しとるわけでしょうが。

で、文書統計の見解だけん、そこはじゃなく

て、含むか含まんかはここで御決定くださいな

のか。文言上、他市はこういう状況でどうなの

かって、そこは文書統計はっきりしとかんと。

（委員橋本幸一君「それに対しての見解とか

は、八代市として」と呼ぶ）（文書統計課長加

来康弘君「見解としては今は」と呼ぶ）（｢挙

手」と呼ぶ者あり） 

○文書統計課長（加来康弘君） 現状では含ま

れていないというふうな取り扱いです。 

○委員（橋本幸一君） 実際上ですね、そうい

ういわゆる物品購入とかもろもろの契約事項に

関して、教育長がどのくらい八代市において関

与されているか、やっぱりその辺の部分につい

てはどう見ておられますか。 

 そこはもう重要な部分って思うとですよね。

やっぱそういう権限を教育長なんかに与えてあ

れば、当然そこはすべき部分、条件として入っ

てくると思うし。結局、市長が今、任命権者で

ある以上は、やっぱり市長に、それについては

非常に責任の重大さというのを与えておるとい

う部分から考えれば、市長だけでもいいかなと

いう思いもしないじゃないと。その辺をどう見

るかと私は思いますけど。 

○委員（成松由紀夫君） 今、橋本委員が言わ

れる部分は非常に重要で、市長等という「等」

の部分がですよ、特別職はやっぱり全部網羅す

るのか網羅せんのか、それだけだと思うとです

よね。今、見解では、含まれませんということ
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であれば、これは「市長等」じゃなくて「市

長」はにせなんとですよ。市長等ということに

なれば、等というとは、多分、特別職の範囲ま

で網羅しているという解釈にやっぱならざるを

得んとかなと思うもんだけん、そこの見解はど

やんですか。どっちかですよ。 

○文書統計課長（加来康弘君） 現状の条例で

は、市長等という定義については、市長及び副

市長ということで明記しております、第１条に

ですね。現状ではそういうふうな定義ですの

で、「市長等」には市長と副市長しか含まれな

いというふうな見解でございます。 

○委員（成松由紀夫君） であるならば、市長

等に、例えば「及び教育長」まで入れるのか入

れないのかというところで、多分大倉委員もそ

こははっきりしたほうがいいんじゃないのとい

う話だろうけん、私は教育長も含まれるべきじ

ゃないかなとは思うとですけどね。教育長も。 

○委員（大倉裕一君） 私が意図したところ

は、今、成松委員が言われたとおりであっとで

すけども、以前は、教育委員会というのは執行

部から独立した組織ということであったわけで

すけども、自治法の改正で、市長の、何て言う

んですかね、事務局、１つの組織というふうな

形に見ることができるというふうに変わってい

ったわけですよね。で、八代市の場合は教育委

員会も市長部局という形に取り扱いを変えまし

たので、そういう点からいくと、教育長――副

市長をあえて入れてあるのであれば、教育長ま

で入れるべきではないかなという疑問もちょっ

と持ったもんで、皆さんの見解をですね、お伺

いしたような状況です。最初からそういうふう

な話をすればよかったんですけど。 

○委員（中村和美君） 大倉委員が言われると

ころの、私も市長等というのは副市長まで含む

ということやったけども、行政、市長部局に入

るということになると、やっぱり教育長という

のも、「市長等」の中に入れたほうが私はいい

んじゃないかなと、そのほうがすっきりしはし

ないかなとは思います。 

 それと、１４市の中で４市が今ですね、教育

長までということであるようでございますの

で、私はもう他市がそれだけ４市も入れておる

ということになると、含んでもいいんじゃない

かなと私は思います。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） その、等というのが先

ほど市長と副市長までという定義があるという

んですが、これは全国共通の定義ですか。 

○文書統計課長（加来康弘君） 現在の政治倫

理条例の第１条で、そのように条例中で定義を

しています。 

○委員（橋本幸一君） それならばもう、結

局、定義の中でそれを教育長も含めればそのま

ますんなりみんな適用できるから、そのほうが

かえって早かっじゃなかろうか。 

○委員長（村川清則君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１０時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２６分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

○委員（橋本幸一君） 「市長等」とあるのは

ですね、それに教育長も加えるということで、

この定義の中でですね、含めて、で、この八代

市政治倫理条例の施行をやっていただきたいと

思うわけでございますので、ぜひそこについて

は先ほど申しましたように、教育長も含むとい

うことでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（村川清則君） それでは、教育長も

含むということで、また執行部に提出したいと

思います。（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） お願いいたします。 

○委員長（村川清則君） それでは、今回、市

長の確認も終了したことに伴い、整文した部分

については、皆さん、御異議ございませんか。 
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（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 次に、ただいまの説明の中で２点確認事項が

あったかと思いますので、その点についても御

協議願います。 

 まず１点目、第１５条１項の請負契約に、

「下請負を含む」という文言を入れるかについ

て御協議願います。 

○委員（成松由紀夫君） たしか熊谷市だった

かな、あそこには多分これ入っとったと思うと

ですよ。で、今説明があって、俺もあたっと思

ったんですけど、あればたしかほら、うちのひ

な形じゃないですけど、モデルにした経緯もあ

るけん、下請は当然入れとったほうがいいと思

います。 

○委員長（村川清則君） ほかにありません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それじゃあ、「下請

負を含む」を入れるというところで。ちょっと

待ってください。それでは、そのようにいたし

ます。 

 次に２点目、本条例の施行期日について御協

議願います。この改正案のですね、一番最後の

附則のところですね。（施行期日）「この条例

は、公布の日から施行する」。本来でしたら、

選挙があって、当選後、その任期開始の日とな

るんですけれども、今回その４年間の途中でこ

ういう協議を行ってますんで、決定した次の日

からやるのかということです。 

○委員（橋本幸一君） 対象者がおるわけです

よね。で、公布の日からってなると、結局いろ

んな手続とかもろもろのそういう中で、事務的

な部分については問題なかっでしょうか。ある

程度の一定期間を置いてからという、その辺の

あれは実際どうですか。担当部署としてはどう

思われますか。 

○文書統計課長（加来康弘君） 今の規定のま

まであれば次の任期の開始の日以後ということ

に適用になるんですが、これをそれよりも以前

にする場合につきましては、附則のところで、

この１６条の規定の第１項のところなんです

が、１６条の第１項のところに、任期開始の日

においてというところが１行目にあるんですけ

れども、その部分を附則で読みかえる、実際い

つから適用するかというのをそこを読みかえに

して操作できるというふうなことになります。 

○委員長（村川清則君） 何年何月何日から施

行すると決めるということですか。（｢決めて

３０日以内に議員にあって」と呼ぶ者あり）あ

あ、３０日以内とか。 

○文書統計課長（加来康弘君） 施行の日でも

調整できますし、そこの附則の書き方によって

も、どの時期からかというのが特定できます。 

○委員（大倉裕一君） 私はもう新年度になっ

てからの施行でと思っております。 

○委員長（村川清則君） 新年度といいます

と。 

○委員（大倉裕一君） ４月１日から。（委員

中村和美君「令和２年の４月１日」と呼ぶ） 

○委員（中村和美君） すきっとするのはそこ

かもしれんですけど、それで手続とれるのか、

ちょっと事務局にお伺いしたいです。 

○委員長（村川清則君） ４月１日からという

ことではいかがですか。 

○文書統計課長（加来康弘君） そこはもう決

められたとおりで大丈夫かと思います。 

○委員（成松由紀夫君） 私はもう決めた議会

の採決日の翌日なり、早々に、やっぱり決めた

ことは決めたことでやるべきじゃないかなと思

いますが。 

○委員（橋本幸一君） 私が心配するとは、執

行部のいろんな事務手続の問題、やっぱそこの

部分が何もなかならば、それは当然問題なかて

思うばってんが。 
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○委員（成松由紀夫君） 先ほどの話で決めよ

うだけんということやけん、どやんでん対応し

きらすとかなというとは思ったんですよね。た

だ、事務的にはどれぐらい決まってから議決し

てから必要ということがあれば、それには対応

せんばんとは思いますけどね。どうなんですか

ね、そこの執行部の見解は。 

○文書統計課長（加来康弘君） 公布の日以前

に施行するということはありませんので、仮に

事前の準備等が必要ということであれば、公布

の時期を少し後ろにずらすとかというふうな調

整もできると思います。 

○委員長（村川清則君） 小会します。 

（午前１０時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３６分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

 それでは、施行期日はいつにいたしましょう

か。いつからにいたしましょうか。 

○委員（大倉裕一君） 繰り返しになりますけ

れども、新年度から区切りのいい形でですね、

お願いできればというふうに思います。いろい

ろ執行部のほうの準備期間ですね、と、議員の

ほうへの周知、いろいろそういったところも含

めますと、少し期間を設けて取り組みを進めた

がいいかなというふうに思いますし、今度職員

さんのほうの倫理条例も提案がなされておりま

す。その提案の施行のほうもですね、期日が新

年度というふうになってるみたいですので、ま

だ決定された条例じゃないんですけど、同じ考

え方で進めていったらどうかなと思います。 

○委員長（村川清則君） それでは、来年４月

１日という意見が出ましたけれども、それに御

異議、ほかにないですか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 異議なしの声があり

ました。それでは、そのようにいたします。 

 ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） 倫理については私も

一般質問したところの経緯もあってですね、こ

の第１５条の、執行部にちょっと１つ確認です

けど、実質的に経営に関与する企業というとこ

ろでいくと、兼業禁止の部分、実質支配者とい

う文言が出てくるんですよね。その考え方と同

じ見解でよかですか。確認ですけど。あの文言

と。 

○文書統計課長（加来康弘君） 自治法上の兼

業禁止の考え方と同じでいいと思います。 

○委員（成松由紀夫君） そこはちょっとしっ

かり確認しとかんといかんし、今度は努力規定

じゃなくて義務規定として辞退をしなければな

らないだけんですね。だけん、これが施行され

たらきちっとやっとかないと、ざる法になって

しまうといかんし、しっかりとした形でやって

いく部分においては兼業禁止ともリンクすると

いうような考え方が確認できればもうそれで結

構ですので。わかりました。 

○委員（大倉裕一君） また１つ皆さんの御意

見をお聞きしたいなというふうに思うんですけ

ども、関係私企業の届け出というのが書面をも

って提出するというふうな形になっています。

結果的に提出された書面というのは閲覧に供す

るという形になっているので、これ、個人の作

成でばらばらの書類よりも共通というんですか

ね、共通性を持たせた書類のほうが、書面のほ

うが、見られたときに見やすい部分もあるのか

なというふうに思うんですけど、そのあたり、

皆さんで御協議いただければと思います。 

○委員長（村川清則君） ただいまの件につい

ては。要するに。（委員橋本幸一君「統一様式

たい」と呼ぶ） 

 ひな形ていうか。（委員中村和美君「統一し

た書面ちこと」と呼ぶ）（委員大倉裕一君「様

式をある程度」と呼ぶ）（委員増田一喜君「ま

とめたらいいじゃん」と呼ぶ） 

○委員（中村和美君） そのほうがすっきりす
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ると思いますので、いいと思います。私はです

ね。 

○委員（大倉裕一君） 参考になされた自治体

で恐らく様式等もあるんではないかなというふ

うに思いますので、そのあたりも調査していた

だいて、１回、委員会等に提出といいますか、

提供いただければというふうに思います。 

○委員（成松由紀夫君） というと、例えばで

すけど、例として、様式的にはどがんですか。

多分執行部もイメージが湧かんて思うとだけ

ど。わかりやすく。ちょっと俺がわからんもん

だけん。 

○委員（大倉裕一君） 私もわからないんで

す、どういうふうな書面を出せばいいのか。だ

から、誰々議員とどこどこ企業というところが

関係があるんですよという内容になるんでしょ

うけど、それを出される、それぞれ出される部

分を統一して出したほうがいいだろうという思

いで確認をさせていただいたので、ほかの自治

体の参考例とか、そういったところを調べてい

ただいて。 

○委員（成松由紀夫君） 例えば、じゃあどこ

どこ企業、何々議員というところがですよ、い

や、例えば私がさっき言うた第１５条とリンク

すっとばってんが、実質支配者っていう部分が

あっでしょう。でも、あくまでこれは義務規定

になったらですよ、代表者の名前ば書いとって

から、自分は関係なかよっていうポーズ的なこ

とが出てくるとざる法になりかねんけん、さっ

き言うところがあるわけですたい。だけん、実

質支配者、実質的に関与するって、これは兼業

禁止のところとリンクするんですかっていうの

はそこで、書面の書き方なんかでも、代表者が

書いとるけん関係なかっじゃなくて、実質的に

どうと言うたら、何々産業とかね、何々企業と

かに誰々というとが、代表者が違うけんという

ことで載せん場合もあっじゃなかですか。そが

んじゃなくて、実質的に関与する部分はどうだ

よという書面は、それはきっちり書いていかな

んと思うとですよね。 

 だけん、そのひな形の部分は実は大事で、そ

れは今言いましたけどわかりませんじゃなく

て、どういうふうにどう書いたほうがいいんじ

ゃないというのを具体的に言うとったほうがよ

かですよ。 

○委員（大倉裕一君） だから、共通様式で皆

さんの認識を共有化して、こういう様式で出す

ようにしましょうという提案をさせていただい

たわけで、それは今からその中身を我々が決め

ていく必要があるとかなと。 

○委員（増田一喜君） 成松委員とちょっと関

連するんだけれども、実質的な経営者というこ

とはこっちでしたら、結局ですね、社長である

とか専務であるとか、肩書のきっちりついた人

たちだったらばわかるんだけれども、それが平

に、わざと平に落とすと、都合上ね。平に落と

しといて、そして私は経営者じゃありませんと

いうような形をとったとしても、地方自治法で

は、実質的に経営するちゅうことは、その経営

に関して物すごい権力を持っているという人

は、平の立場であろうと顧問の立場であろうと

部外の立場であろうと、部外は別かもしれない

けれども、平であろうとそこの会社の中におっ

てやるちゅうのはそれも見るんでしょう、実質

的経営者というのは。肩書だけじゃないんでし

ょう。私はそう理解しとるんだけどな。どんな

なんですか。それを今言っているわけでしょ

う。 

○委員（橋本幸一君） ここでですね、そこを

議論すっとはちょっと。（委員増田一喜君「い

や、尋ねとっとですよ、見解を」と呼ぶ） 

 結局ですね、何と言いますか、会社というの

は法的にはやっぱり届け出上の職の部分の関係

でしか、普通、一般論としては書かんとです

よ。だけん、表面上はもうそこでしかまずはで

すね、わからないということで、実質、実質と
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いうが、結局そこについては、それから先どう

なるかという問題だけんですね。 

○委員（増田一喜君） いやいや、これは実質

というのの理解がどうなのかというのを聞いて

いるんですよ。 

○委員（橋本幸一君） 様式としてですね、実

質的経営者という、それは様式に盛り込む必要

は、まだ普通、一般論としてないし。 

○委員（増田一喜君） 違う違う、盛り込むと

かいう話ではないんです。見解ですよ。どうい

うふうに見ているのか、実質的なというのは。

それをちょっとお尋ねしとっとですよ。 

○文書統計課長（加来康弘君） 一般論として

特にはっきりした見解はないんですが、実質的

に支配しているというふうなのの、じゃあ具体

的にどうやって確認できるかというのは、実際

には非常に難しいと思います。 

○委員（増田一喜君） だけど、それは難しい

って、それを限定するのは難しいでしょうけれ

ども、その文言上、あるいはその理解上は実質

経営者というのは私が言ったように、平であろ

うとその会社を動かすと、陰で動かしていると

いうその人、だから陰で動かしているちゅうこ

とを立証できればその人だってなるけれども。

でしょう。だから、その見解がどういうふうに

理解されているのかなというのが聞きたかった

わけです、こっちのほうではね。 

 ただ、わからなければ何でも、立証できなけ

ればそれはしようがない、その人じゃねえんだ

ってなるけれども。だから、立証するしないは

それは別問題として、そういうことを実質的な

経営者というふうに理解されているのかなと。

私はそう理解していると。（委員成松由紀夫君

「意見ですね」と呼ぶ） 

 いや、それを聞きたかったのよ。 

○委員長（村川清則君） もともとですね、提

出する文書についてひな形をつくってたほうが

いいんじゃないかという。 

○委員（中村和美君） 普通、実質的オーナー

ちゅうのは法務局だったかな、私も会社を持っ

とるけど、提出せんばいかんし、私の名前、ば

って載っとるけん。だからそういうのとか、今

二人言われたのが本当にわかるような、一目で

わかるような書類を大倉委員はね、統一してつ

くったほうがどうですかということだと思うと

たいな。こちらのほうが心配も、その書類を見

ただけでわかるような書類をどこかからかあれ

ば、それを求めてきて、皆さんで検討すればど

うですかという意味でしょう。と私は思うとば

ってん。 

○委員（成松由紀夫君） だから、今、大倉委

員が言わんとされるところは、一目でわかるよ

うなのを統一でって、私はそこには異議はあり

ません。今、橋本委員も言われたように、なら

実質支配者をここで議論して掘り下げていくと

はなかなか難しかよねと。それもわかります

し、増田委員が言われるところは私と一緒で、

実質的支配者が云々というとば掘り下げようと

は思わんとですけども、もう、該当されるよう

な方はですね、わかっとらすと思うとですよ。

だけん、そういうのが係争になったり、掘り下

げていくようなことにならんように、多分放送

見とんなはる人もきょうは結構おんなはると思

うとですたいね。だけん、そこはもう周りから

いろいろ言われんでもちゃんと襟をみずから正

す、そういう姿勢でやっぱりこの条例には取り

組んでほしいと、そこを言わんとしているんで

すよ。 

 だから、僕はこれに該当するような部分があ

って、本業が大事ならば本業をやる、いや、議

員としてやるんならば議員としてきちんとや

る。そこは、もう疑わしきはもうがたがた周り

から言われんようにみずからが襟を正してもら

えればそれが一番いいと。そういうことですの

で、大倉委員の言われたのには賛同します。異

議なし。 
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○委員長（村川清則君） まだ公布前でござい

ますので。（委員成松由紀夫君「いやいや、様

式についてですよ。様式が議論だけん」と呼

ぶ） 

○委員（古嶋津義君） １５条に書いてありま

すように、あくまでも市の工事等に、契約にか

かわる企業の顧問とか、そういう方をしている

とは書類を提出をするということですね。市の

工事等に関係しとらん企業の役員等はよかっで

しょう。（委員山本幸廣君「それはもう、兼職

でひっかかるけんでから。兼職等があるけんひ

っかかるけんそれはできん」と呼ぶ） 

○委員長（村川清則君） もう１回。 

○委員（古嶋津義君） 今、市の工事等にかか

わる企業に対する、例えば私が顧問をしとる

と、そういうのはだめだいけん、そのまま書類

を出しなさいという意味でしょう。市の工事ば

請け負うとらんとに、ほかに役員とかしとっと

は、それは関係なかっでしょう。 

○文書統計課長（加来康弘君） こちら、今お

っしゃるとおり、そういうふうな市の請負とか

に入っている企業のそういうふうに関係企業が

あれば、書いて提出をしていただくというよう

なことになろうかと思います。（委員成松由紀

夫君「違う違う、今言いよらすとは肩書の話た

い」と呼ぶ） 

○委員（古嶋津義君） んね、んね、肩書って

そん、例えば今、市の何々会社の、市の請負し

とっとにさ、顧問とか何か私が（聴取不能）と

すればそれはだめでしょうという話で、例え

ば、今、中村委員…… 

○文書統計課長（加来康弘君） 済みません、

ただいまの説明にちょっと誤りがありまして、

市との請負に入っているかどうかには関係なく

出していただくというふうなことでございま

す。 

○委員（古嶋津義君） はい、了解しました。

じゃあ、中村委員あたりも出さんばいかんとい

うことだな。 

○委員（増田一喜君） ということは、今ぽっ

とイメージするのが、議員がもし会社を持って

たら、そこの何々株式会社代表取締役、誰の何

がしって議員名をそこに書くということになる

のかなと。そしたらば、その役職から、実質は

経営者なんだけど、役職から外れたらそこに名

前出す必要がないから、書類自体をもう出す必

要がないんじゃないかなという気はするんです

けど、そこらあたりはどんなふうに。提出する

義務ちゅうのはこれからじゃ読み取れないとこ

ろがあるんだけど。 

○委員長（村川清則君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１０時５１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５４分 本会） 

○委員長（村川清則君） 本会に戻します。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、今、執行

部の説明でよく理解できました。わかりやす

く、要は、入札しようがしまいが、もう関係な

く、関係するところは全部わかりやすいような

形で、さっき大倉委員の統一見解も書式で出し

ていくというようなことだと思います。だか

ら、心当たりがある部分はですね、やっぱりも

う速やかに出して。これはもうほら、そもそも

ですよ、議員みずから襟を正すという話です

よ。だけんまあ、落札率がどうとか何とか、１

者応札とか新庁舎でもあったっですけど、９

９.９％とか、１者応札とかいろいろあります

けども、とにかく入札に関係あるないは抜き

で、みずから心当たりのある方はちゃんと届け

出を出して、そして関係ある方は辞退をする

と。これはもう議員みずからが襟を正す、それ

だけの話ですので、当たり前のことですけん、

当たり前でいきましょう。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（村川清則君） 詳しくは第１５条に
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ございますので、よろしくお願いします。 

 また、書式についてはですね、ちょっと他市

の状況もちょっと調べておいてください。お願

いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） それでは、お諮りい

たします。 

 本日、お配りしております改正案の第１条に

教育長を加え、八代市政治倫理条例を改正した

いと思いますが、施行期日は令和２年４月１日

ということで改正したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 なお、教育長への確認を行い、１２月定例会

中に再度御審議いただきたいと思います。 

 では次に、さきの本特別委員会においても意

見がございました、先ほどもお話が出てました

けれども、職員の倫理に関することについてで

ございますが、執行部より１２月定例会におい

て条例案が上程される予定と聞き及んでおりま

すので、その折は、付託されれば御審議いただ

くことになろうかと思われますので、御承知お

きください。 

 そのほか、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村川清則君） なければ、以上で本

日の特別委員会の日程は全部終了いたしまし

た。 

 これをもって倫理に関する特別委員会を散会

いたします。 

（午前１０時５７分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和元年１１月２６日 

倫理に関する特別委員会 

委 員 長 
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